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２ 法及び条例に係る届出対象事業者の判定手順 
 (1) 排出量等の報告対象事業者判定フロー図                （図２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 政令で定める特定第１種指定化学物質…0.5t 

※２ 政令で定める特定第１種指定化学物質…0.1 重量％ 

※３ 一部例外有…p9を参照 

注） 条例の使用量は、使用量の算定(p18)を参考にしてください。 

対象業種に該当する事業
を営んでいますか？p7～8 

NO 

事業者の常時使用従業員数
は21人以上ですか？p9 

札幌市内の事業場
の常時使用従業員
数の合計が 10 人以
上ですか？ 

対象の第１種指定化学物
質は 1t※1 以上製造（副生
成物も含む）しています
か？ 

取り扱う原材料、資材等
に令第５条で定める製品
の要件を満たしているも
のがありますか？p16※5 

その原材料、資材等に法対
象物質は１重量％※2 以上
含まれていますか？ 

その法対象物質の年間取扱
量（製造、使用及びその他
の取扱量の合計）は1t※１以
上ですか？ 

その条例対象物質の年間取扱量（製造量及び使
用量注）の合計）は100kg以上ですか？※3 

法対象物質に

ついて法に基

づいた届出が

必要です。 

条例対象物質について条例

に基づいた報告が必要です。

p12 

法対象物質について法に基づいた届出の他に条例

対象物質について法で届出た事項以外の部分につい

て条例に基づいた報告が必要です。p12 

ただし、札幌市内の事業場の常時使用従業員数の合

計が10人未満であれば、条例は必要ありません。 

YES 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 
YES 

YES 

YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

法対象の取扱量の算定 

札幌市内の事業場の常時使用従業
員数の合計が10人以上ですか？ 

YES 

NO 事業者の常時使用
従業員数は 21 人以
上ですか？ 

NO 
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 (2) 化学物質自主管理マニュアルの提出対象事業者 

条例に基づいた届出を行った事業者のうち、札幌市内において常時使用従業員数の合

計が21人以上の事業者 
 
 (3) 対象業種 

法と条例の対象業種は同じです。 ※条例の報告のあて先は札幌市長です。 
対象業種コード表                              表２  

政令 
番号 業 種 名 業種コード 法の届出のあて先 

１ 金属鉱業 ０５００ 経済産業大臣 
２ 原油・天然ガス鉱業 ０７００ 経済産業大臣 
３ 製造業 

食料品製造業 １２００ 農林水産大臣 
飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。） １３００ 農林水産大臣 

  酒類製造業 １３２０ 財務大臣 
  たばこ製造業 １３５０ 財務大臣 
 繊維工業 １４００ 経済産業大臣 
 衣服・その他の繊維製品製造業 １５００ 経済産業大臣 

 木材・木製品製造業（家具を除く。） １６００ 
経済産業大臣 
農林水産大臣 

家具・装備品製造業 １７００ 経済産業大臣 
 パルプ・紙・紙加工品製造業 １８００ 経済産業大臣 

  出版・印刷・同関連産業 １９００ 経済産業大臣 
  化学工業（以下を除く。） ２０００ 経済産業大臣 
   塩製造業 ２０２５ 財務大臣 
   医薬品製造業 ２０６０ 厚生労働大臣 
   農薬製造業 ２０９２ 農林水産大臣 
  石油製品・石炭製品製造業 ２１００ 経済産業大臣 
  プラスチック製品製造業 ２２００ 経済産業大臣 
  ゴム製品製造業 ２３００ 経済産業大臣 
  なめし革・同製品・毛皮製造業 ２４００ 経済産業大臣 
  窯業・土石製品製造業 ２５００ 経済産業大臣 
  鉄鋼業 ２６００ 経済産業大臣 
  非鉄金属製造業 ２７００ 経済産業大臣 
  金属製品製造業 ２８００ 経済産業大臣 
  一般機械器具製造業 ２９００ 経済産業大臣 
  電気機械器具製造業（以下を除く。） ３０００ 経済産業大臣 

   電子応用装置製造業 ３０６０ 
経済産業大臣 
厚生労働大臣 

   電気計測器製造業 ３０７０ 
経済産業大臣 
厚生労働大臣 

 

 輸送用機械器具製造業（以下を除く。） ３１００ 経済産業大臣 
  鉄道車両・同部分品製造業 ３１２０ 国土交通大臣 
  船舶製造・修理業、舶用機関製造業 ３１４０ 国土交通大臣 
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政令 
番号 業 種 名 業種コード 法の届出のあて先 

３ 製造業（続き） 
  精密機械器具製造業（以下を除く） ３２００ 経済産業大臣 

   医療用機械器具・医療用品製造業 ３２３０ 
経済産業大臣 
厚生労働大臣 
農林水産大臣 

 武器製造業 ３３００ 経済産業大臣 
  その他の製造業 ３４００ 経済産業大臣 
４ 電気業 ３５００ 経済産業大臣 
５ ガス業 ３６００ 経済産業大臣 
６ 熱供給業 ３７００ 経済産業大臣 
７ 下水道業 ３８３０ 国土交通大臣 
８ 鉄道業 ３９００ 国土交通大臣 

９ 
倉庫業（倉庫業法に基づく登録を受けている事業者 
のうち農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体

もしくは液体を貯蔵するものに限る。） 
４４００ 国土交通大臣 

10 石油卸売業 ５１３２ 経済産業大臣 

11 
鉄スクラップ卸売業（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰに封入さ

れた物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動

車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを取り外すものに限る。） 
５１４２ 経済産業大臣 

12 
自動車卸売業（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰに封入された物

質を回収するものに限る。） ５２２０ 経済産業大臣 

13 燃料小売業 ５９３０ 経済産業大臣 
14 洗濯業 ７２１０ 厚生労働大臣 
15 写真業 ７４３０ 経済産業大臣 
16 自動車整備業 ７７００ 国土交通大臣 
17 機械修理業 ７８１０ 経済産業大臣 
18 商品検査業 ８６２０ 経済産業大臣 
19 計量証明業（一般計量証明業を除く。） ８６３０ 経済産業大臣 
20 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） ８７１６ 環境大臣 
21 産業廃棄物処分業 ８７２２ 環境大臣 
 特別管理産業廃棄物処分業 ８７２４ 環境大臣 
22 医療業 ８８００ 厚生労働大臣 

23 
高等教育機関（付属施設を含み、人文科学のみに係る

ものを除く。） ９１４０ 文部科学大臣 

24 自然科学研究所 ９２１０ 

経済産業大臣 
環境大臣 
財務大臣 

文部科学大臣 
厚生労働大臣 
農林水産大臣 
国土交通大臣 
防衛大臣 

業種の判断は、注記のない限り、日本標準産業分類に準拠してください。 
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(4) 常時使用従業員数 

 「PRTR 排出量等算出マニュアル」（経済産業省・環境省）等を参照してください。 
 条例については、札幌市に所在する本社、支社及び出張所等の全事業場を合算した従

業員数が10人以上の事業者が対象となります。 
   把握する当該年度の４月１日の時点で期間を定めずに使用されている人もしくは

１か月を超える期間を定めて使用されている人（嘱託、パート、アルバイトと呼ばれ

る人も含みます）、又は前年度の２月及び３月中にそれぞれ18日以上使用されている

人。 
～人数の考え方～      

（図３） 

 
 

(5)  燃料として消費する灯油又は重油に含有される物質の取り扱い 
市条例では通常、対象物質（特定管理化学物質）の取扱量が100 kg 以上であれば報

告が必要となりますが、メチルナフタレン、キシレン、トリメチルベンゼンについて

は、重油や灯油を燃料として消費する場合に限り、化管法と同様、対象物質の取扱量

が1t以上の場合のみ報告が必要となります。 
（注）キシレンは燃料の消費以外の取り扱いがある場合、燃料の消費による取扱量と

燃料の消費以外による取扱量の合計が100kg 以上で届出が必要になります。 
 

 例 

① 塗料使用に伴うキシレンの使用量10kg/年、燃料使用によるキシレンの使用量が

100kg/年の場合 →届出必要！！ 

② キシレンの取り扱いが燃料使用によるもののみであり、使用量が900kg/年の場合  

→届出不要 

本社 東京 
50 人 

福岡支店  
10 人 

北 海 道 工 場 

（札幌市外） 
９人 

札幌支店  
20 人 

札幌工場  
５人 

法律の該当 
94 人 

条例の該当 25人 

札幌市内にある事業場 
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(6) 対象物質 

  法の対象物質は令第１条別表第１を参照してください。 
   条例の対象物質は、下表の66物質です。 
特定管理化学物質一覧表                           表３  

条 例 の

項番号 

法の 

管理番号 
特定管理化学物質の名称 別名 

１ １ 亜鉛の水溶性化合物  

２ ２ アクリルアミド  

３ ９ アクリロニトリル  

４ １０ アクロレイン  

５ １２ アセトアルデヒド  

６ ３２０ 
アルキルフェノール（アルキル基の炭素数が

９のものに限る。） 

 

７ ３１ アンチモン及びその化合物  

８ ３７ 4,4'-イソプロピリデンジフェノール ビスフェノールＡ 

９ ４８ 
Ｏ-エチル=Ｏ-4-ニトロフェニル=フェニル

ホスホノチオアート 

ＥＰＮ 

１０ ５３ エチルベンゼン  

１１ ５６ エチレンオキシド  

１２ ５７ エチレングリコールモノエチルエーテル  

１３ ５８ エチレングリコールモノメチルエーテル  

１４ ７５ カドミウム及びその化合物  

１５ ８０ キシレン  

１６ ８６ クレゾール  

１７ ８７ クロム及び三価クロム化合物  

１８ ８８ 六価クロム化合物  

１９ ９４ クロロエチレン 塩化ビニル 

２０ １１３ 
2-クロロ-4,6-ビス（エチルアミノ）-1,3,5-

トリアジン 

シマジン又はＣＡＴ 

２１ １２７ クロロホルム  

２２ １３３ 
酢酸2-エトキシエチル エチレングリコールモノエ

チルエーテルアセテート 

２３ １４４ 
無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除

く。） 

 

２４ １４７ 
Ｎ,Ｎ-ジエチルチオカルバミン酸Ｓ-4-クロ

ロベンジル 

チオベンカルブ又はベンチ

オカーブ 

２５ １４９ 四塩化炭素  

２６ １５０ 1,4-ジオキサン  

２７ １５７ 1,2-ジクロロエタン  

２８ １５８ 1,1-ジクロロエチレン 塩化ビニリデン 

２９ ６３２ 1,2-ジクロロエチレン  

３０ １７８ 1,2-ジクロロプロパン  

３１ １７９ 1,3-ジクロロプロペン Ｄ-Ｄ 

３２ １８１ ジクロロベンゼン  
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条 例 の

項番号 

法の 

管理番号 
特定管理化学物質の名称 別名 

３３ １８６ ジクロロメタン 塩化メチレン 

３４ ２３２ N,N-ジメチルホルムアミド  

３５ ２３７ 水銀及びその化合物  

３６ ２４０ スチレン  

３７ ２４２ セレン及びその化合物  

３８ ２６２ テトラクロロエチレン  

３９ ２６８ テトラメチルチウラムジスルフィド チウラム又はチラム 

４０ ２７２ 銅水溶性塩（錯塩を除く。）  

４１ ２７９ 1,1,1-トリクロロエタン  

４２ ２８０ 1,1,2-トリクロロエタン  

４３ ２８１ トリクロロエチレン  

４４ ６９１ トリメチルベンゼン  

４５ ３００ トルエン  

４６ ６９７ 鉛及びその化合物  

４７ ３０８ ニッケル  

４８ ３０９ ニッケル化合物  

４９ ３１８ 二硫化炭素  

５０ ３２１ バナジウム化合物  

５１ ３３２ 砒素及びその無機化合物  

５２ ３４９ フェノール  

５３ ３５１ 1,3-ブタジエン  

５４ ３５４ フタル酸ジブチル  

５５ ３５５ フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）  

５６ ３５６ フタル酸ブチル=ベンジル  

５７ ３７４ ふっ化水素及びその水溶性塩  

５８ ３９２ ヘキサン  

５９ ３９４ ベリリウム及びその化合物  

６０ ４００ ベンゼン  

６１ ４０５ ほう素化合物  

６２ ４０７ 

ポリ（オキシエチレン）=アルキルフェニル

エーテル（アルキル基の炭素数が 12から 15

までのもの及びその混合物に限る。） 

 

６３ ４１０ 

ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエ

ーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限

る。） 

 

６４ ４１１ ホルムアルデヒド  

６５ ４１２ マンガン及びその化合物  

６６ ４３８ メチルナフタレン  

 
    に該当する物質は、製品中に0.1重量％以上含有されていると対象になります。 
    それ以外の物質は、製品中に１重量％以上含有されていると対象になります。 
 


